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【公報種別】特許法第１７条の２の規定による補正の掲載
【部門区分】第６部門第１区分
【発行日】平成29年8月24日(2017.8.24)

【公開番号】特開2016-45033(P2016-45033A)
【公開日】平成28年4月4日(2016.4.4)
【年通号数】公開・登録公報2016-020
【出願番号】特願2014-168214(P2014-168214)
【国際特許分類】
   Ｇ０１Ｎ  21/59     (2006.01)
   Ｇ０１Ｎ  33/28     (2006.01)
   Ｇ０１Ｎ  15/00     (2006.01)
【ＦＩ】
   Ｇ０１Ｎ   21/59     　　　Ｚ
   Ｇ０１Ｎ   33/28     　　　　
   Ｇ０１Ｎ   15/00     　　　Ａ

【手続補正書】
【提出日】平成29年7月13日(2017.7.13)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　液体に光を連続して照射する光照射部と、
　前記光照射部から連続して照射されて前記液体を通った光を連続して受光し、前記連続
して受光した光を連続した電気信号に変換する受光部と、
　前記受光部で変換した連続した電気信号を第１の倍率で増幅して、連続した信号である
粒子検出信号を生成する粒子検出部と、
　前記受光部で変換した連続した電気信号を前記第１の倍率より小さい第２の倍率で増幅
して、連続した信号である気泡検出信号を生成する気泡検出部と、
　前記粒子検出信号と、前記気泡検出信号と、に基づいて、前記液体の汚染度を測定する
ための信号を生成する汚染度測定部と、
　を備えたことを特徴とする測定装置。
【請求項２】
　請求項１に記載の測定装置であって、
　前記気泡検出部は、前記気泡検出信号の積分値が閾値以上となった場合には、汚染度が
測定不能であることを示す信号を出力する
　ことを特徴とする測定装置。
【請求項３】
　請求項１又は２に記載の測定装置であって、
　前記気泡検出部は、前記気泡検出信号の大きさが閾値以上でない場合には、第１の値を
とり、前記気泡検出信号の大きさが閾値以上の場合には、気泡が発生していることを示す
第２の値であって、前記第１の値より大きい第２の値をとる信号である気泡抑制信号を前
記汚染度測定部に出力し、
　前記汚染度測定部は、前記気泡抑制信号が前記第１の値をとる場合には、前記粒子検出
信号を整流して積分した結果に基づいて汚染度測定信号を生成し、前記気泡抑制信号が前
記第２の値をとる場合には、前記粒子検出信号のうちの、前記気泡抑制信号が前記第２の
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値をとる直前における信号を整流して積分した結果に基づいて汚染度測定信号を生成する
　ことを特徴とする測定装置。
【請求項４】
　請求項３に記載の測定装置であって、
　前記汚染度測定部は、前記汚染度測定信号に基づいて前記液体の汚染度を判定し、当該
判定した結果を出力する
　ことを特徴とする測定装置。
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